
別 紙 

遠野市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他

の事項

事業名：自転車置場整備事

業 

 

事業内容：遠野駅利用者の

自転車置場を整備する事

業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成24年度 

遠野市  遠野駅の自転車置場整備事業

は、中心市街地に位置し、遠野

駅を利用し通勤通学する市民等

の利便性の確保及び駅周辺の景

観の保全のため、自転車置場を

整備する事業。 

 自転車置場の利用者は中心市

街地を通り、中心市街地の賑わ

い創出の目標を達成するために

必要な事業である。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：高架橋整備事業 

 

事業内容：遠野駅の南北を

繋げる自由通路を整備す

る事業 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成23年度 

遠野市  遠野駅の高架橋整備事業は、

中心市街地の遠野駅に位置し、

居住地域である駅の北側と、商

業や観光の中心である南側が JR

釜石線によって南北に遮断され

ていることから、遠野駅の南北

を結ぶ自由通路を設置し、地域

住民の生活の利便性の向上を図

るとともに、駅の北側方面から

通勤や通学に JR を利用する市

民の利便性の向上を図るもので

あり、遠野駅を中心に中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画） 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：市道材木町通り東

線修繕事業 

 

事業内容：市道の側溝を修

繕する事業 

 

実施時期：平成22年度 

遠野市  市道材木町通り線道路側溝修

繕事業は、中心市街地に位置し、

まちなか居住を進めるための市

営住宅の整備を行うにあたり、

整備する住宅等の雨水排水の処

理を行うための側溝を整備する

事業。 

 市営住宅の整備によりまちな

かの居住が進み、中心商店街の

商業が振興され、中心市街地の

賑わい創出の目標を達成するた

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画） 

 

実施時期 

平成 22 年度 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：自転車置場整備事

業 

 

事業内容：遠野駅利用者の

自転車置場を整備する事

業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成24年度 

遠野市  遠野駅の自転車置場整備事業

は、中心市街地に位置し、遠野

駅を利用し通勤通学する市民等

の利便性の確保及び駅周辺の景

観の保全のため、自転車置場を

整備する事業。 

 自転車置場の利用者は中心市

街地を通り、中心市街地の賑わ

い創出の目標を達成するために

必要な事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域生活基

盤施設） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：高架橋整備事業 

 

事業内容：遠野駅の南北を

繋げる自由通路を整備す

る事業 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成23年度 

遠野市 遠野駅の高架橋整備事業は、

中心市街地の遠野駅に位置し、

居住地域である駅の北側と、商

業や観光の中心である南側が JR

釜石線によって南北に遮断され

ていることから、遠野駅の南北

を結ぶ自由通路を設置し、地域

住民の生活の利便性の向上を図

るとともに、駅の北側方面から

通勤や通学に JR を利用する市

民の利便性の向上を図るもので

あり、遠野駅を中心に中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（高次都市施

設） 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：市道材木町通り東

線修繕事業 

 

事業内容：市道の側溝を修

繕する事業 

 

実施時期：平成22年度 

遠野市 市道材木町通り線道路側溝修

繕事業は、中心市街地に位置し、

まちなか居住を進めるための市

営住宅の整備を行うにあたり、

整備する住宅等の雨水排水の処

理を行うための側溝を整備する

事業。 

 市営住宅の整備によりまちな

かの居住が進み、中心商店街の

商業が振興され、中心市街地の

賑わい創出の目標を達成するた

支援措置の内容

まちづくり交付

金（道路） 

 

実施時期 

平成 22 年度 

 



めに必要な事業である。 

事業名：駐車場整備事業 

 

事業内容：遠野駅北側に駐

車場を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成24年度 

遠野市  遠野駅北側の駐車場整備事業

は、現在駅前には一時的に駐車

できる手軽な駐車場がなく、多

くの方が不便をきたしているた

め、駐車場を整備する事業。 

 駐車場整備により駅周辺の賑

わい創出に繋がり、中心市街地

の賑わい創出の目標を達成する

ために必要な事業である。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画） 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 24 年度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：市道遠野駅前通り

東線改良事業 

 

事業内容：まちおこしセン

ター等に隣接する市道を

拡幅整備する事業 

 

実施時期：平成23年度 

遠野市  市道遠野駅前通り東線は、中

心市街地の駅前から撤退する JA

ビルの前に位置している。空き

ビルによる空洞化対策としてま

ちおこしセンター等として再生

する計画であるが、センター前

の市道遠野駅前通り東線の幅員

が狭いことや、センター裏の駐

車場に行くアクセス道としても

利用しにくいことから、幅員を

拡幅し利用者の利便性を向上す

るものである。 

 市道の改良によりセンターが

利用しやすくなり、多くの利用

者が集まることになるため、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

めに必要な事業である。 

事業名：駐車場整備事業 

 

事業内容：遠野駅北側に駐

車場を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成24年度 

遠野市 遠野駅北側の駐車場整備事業

は、現在駅前には一時的に駐車

できる手軽な駐車場がなく、多

くの方が不便をきたしているた

め、駐車場を整備する事業。 

 駐車場整備により駅周辺の賑

わい創出に繋がり、中心市街地

の賑わい創出の目標を達成する

ために必要な事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域生活基

盤施設） 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 24 年度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：市道遠野駅前通り

東線改良事業 

 

事業内容：まちおこしセン

ター等に隣接する市道を

拡幅整備する事業 

 

実施時期：平成22年度 

遠野市  市道遠野駅前通り東線は、中

心市街地の駅前から撤退する JA

ビルの前に位置している。空き

ビルによる空洞化対策としてま

ちおこしセンター等として再生

する計画であるが、センター前

の市道遠野駅前通り東線の幅員

が狭いことや、センター裏の駐

車場に行くアクセス道としても

利用しにくいことから、幅員を

拡幅し利用者の利便性を向上す

るものである。 

 市道の改良によりセンターが

利用しやすくなり、多くの利用

者が集まることになるため、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 



事業名：遠野市立博物館リ

ニューアル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野まちなか趣味

の博物館ネットワーク事

業 

 

事業内容：まちなかの空き

店舗を使い、趣味の展示や

休憩所等賑わい拠点の整

備 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

市民団体等  遠野まちなか趣味の博物館ネ

ットワーク事業は、中心市街地

の空き店舗を活用し市民や観光

客の手づくり品や写真などにつ

いて定期的にテーマを決めて募

集し展示する他、図書館機能、

来街者に観光情報や買い物情

報、無料休憩、トイレの提供、

さらには手づくり品の提供等誰

でも自由に楽しめ交流を図る賑

わいの拠点とし、町家のひなま

つりなどを行う商店街とのネッ

トワークをつくり、中心市街地

の魅力を増進する事業である。 

 市民や観光客が中心市街地を

回遊し中心市街地の賑わい創出

の目標を達成するために必要な

事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：遠野文化研究セン

ター整備事業 

 

事業内容： 遠野文化の総

合的な研究拠点、まちづく

りシンクタンク機能を担

う遠野文化研究センター

を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度 

遠野市 遠野物語発刊100周年を契機

として、遠野の文化を市民全体

で共有するとともに、次世代へ

引き継いでいくため、遠野文化

の総合的な研究及び文化を活か

したまちづくりのシンクタンク

機能を担う遠野文化研究センタ

ーを整備する。 

中心市街地に立地する銀行跡

地を取得・改修して整備するこ

とにより、中心市街地の空洞化

が抑止されるほか、新たな市民

活動の支援や情報発信によって

来街者の維持が図られることか

ら、中心市街地の賑わい創出の

目標を達成するために必要な事

業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 目標達成のための位置づけ 支援措置の内容 その他 

事業名：遠野市立博物館リ

ニューアル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野まちなか趣味

の博物館ネットワーク事

業 

 

事業内容：まちなかの空き

店舗を使い、趣味の展示や

休憩所等賑わい拠点の整

備 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

（仮称）遠

野まちなか

趣味の博物

館実行委員

会 

 遠野まちなか趣味の博物館ネ

ットワーク事業は、中心市街地

の空き店舗を活用し市民や観光

客の手づくり品や写真などにつ

いて定期的にテーマを決めて募

集し展示する他、図書館機能、

来街者に観光情報や買い物情

報、無料休憩、トイレの提供、

さらには手づくり品の提供等誰

でも自由に楽しめ交流を図る賑

わいの拠点とし、町家のひなま

つりなどを行う商店街とのネッ

トワークをつくり、中心市街地

の魅力を増進する事業である。 

 市民や観光客が中心市街地を

回遊し中心市街地の賑わい創出

の目標を達成するために必要な

事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 目標達成のための位置づけ 支援措置の内容 その他 



及び必要性 及び実施時期 の事項 

事業名：公営住宅整備事業

（材木町地区） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

     

     

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：高齢者優良住宅整

備事業 

 

事業内容：高齢者優良住宅

を整備する事業 

 

実施時期：平成24年度～ 

平成25年度 

特定非営利

法人名成会 

 高齢者優良住宅を整備するこ

とで、中心市街地の居住人口が

増加し中心市街地内の消費購買

力の向上が図られることから、

中心市街地の賑わい創出の目標

を達成するために必要な事業で

ある。 

支援措置の内容

なし 

 

実施時期 

平成 24 年度～ 

平成 25 年度 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：観光交流センター

整備事業 

 

事業内容：遠野駅前に観光

交流センターを整備する

事業 

 

実施時期：平成20年度～ 

平成24年度 

遠野市  遠野市観光交流センター整備

事業は、当市の玄関口である遠

野駅前において観光客への観光

案内等の機能を強化する事業。 

 人と人との直接的な案内の

他、観光客自らがデータを検索

できるとともに、遠野の文化を

ライブラリーで紹介するなど多

様な機能を使って魅力ある情報

を提案する。また、地域特産品

の展示紹介のほか、中心市街地

の各商店街の情報や市内のイベ

ント情報を発信し、観光客や市

民に対して中心市街地の回遊を

促し、中心市街地の賑わい創出

の目標を達成するために必要な

事業である。 

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 20 年度～ 

平成 24 年度  

遠野市  遠野市まちおこしセンター等 支援措置の内容  

及び必要性 及び実施時期 の事項 

事業名：公営住宅整備事業

（材木町地区） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

     

     

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：高齢者優良住宅整

備事業 

 

事業内容：高齢者優良住宅

を整備する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成25年度 

特定非営利

法人名成会

高齢者優良住宅を整備するこ

とで、中心市街地の居住人口が

増加し中心市街地内の消費購買

力の向上が図られることから、

中心市街地の賑わい創出の目標

を達成するために必要な事業で

ある。 

支援措置に内容

なし 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：観光交流センター

整備事業 

 

事業内容：遠野駅前に観光

交流センターを整備する

事業 

 

実施時期：平成20年度～ 

平成24年度 

遠野市  遠野市観光交流センター整備

事業は、当市の玄関口である遠

野駅前において観光客への観光

案内等の機能を強化する事業。 

 人と人との直接的な案内の

他、観光客自らがデータを検索

できるとともに、遠野の文化を

ライブラリーで紹介するなど多

様な機能を使って魅力ある情報

を提案する。また、地域特産品

の展示紹介のほか、中心市街地

の各商店街の情報や市内のイベ

ント情報を発信し、観光客や市

民に対して中心市街地の回遊を

促し、中心市街地の賑わい創出

の目標を達成するために必要な

事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（高次都市施

設） 

 

実施時期 

平成 20 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：まちおこしセンタ 遠野市 遠野市まちおこしセンター等 支援措置の内容  



ー等整備事業 

 

事業内容：撤退するＪＡビ

ルを、まちおこしセンター

等として再生する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成24年度 

整備事業は、中心市街地に位置

し、JR 遠野駅前に位置する JA

遠野地方のビルが、JA の広域合

併により撤退し空ビルとなるこ

とから、ビル・駐車場を一体的

に取得・改修し、まちおこしセ

ンター及び地域交流センター等

として再生する。まちおこし等

の指導や交流の場の確保により

賑わいが創出されることから、

中心市街地の賑わい創出の目標

を達成するために必要な事業で

ある。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

事業名：旧伊藤家復元整備

事業 

 

事業内容：市民から寄贈さ

れ保管している町家の旧

伊藤家を復元し活用する

事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成22年度 

遠野市  現在のとおの昔話村の施設

は、中心市街地にありながら、

施設整備面や展示物、さらには

もてなし面でも十分とはいえ

ず、観光客に不便をきたしてい

る。 

 中心市街地の集客装置として

多くの観光客を集める魅力ある

観光施設とすることが望まれて

いる。 

 まちなかに町家の伝統を感じ

られる雰囲気とたたずまいを持

った旧伊藤家の復元により観光

客が増加し賑わいが創出される

ことから、中心市街地の賑わい

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 22 年度 

 

事業名：旧蔵復元整備事業 

 

事業内容：市民から寄贈さ

れ保管している旧蔵を復

元し活用する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成22年度 

遠野市  現在のとおの昔話村の施設

は、中心市街地にありながら、

施設整備面や展示物、さらには

もてなし面でも十分とはいえ

ず、観光客に不便をきたしてい

る。 

 中心市街地の集客装置として

多くの観光客を集める魅力ある

観光施設とすることが望まれて

いる。 

 まちなかに町家の伝統を感じ

られる雰囲気とたたずまいを持

った旧蔵の復元により、観光客

が増加し賑わいが創出されるこ

とから、中心市街地の賑わい創

出の目標を達成するために必要

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 22 年度 

 

 

ー等整備事業 

 

事業内容：撤退するＪＡビ

ルを、まちおこしセンター

等として再生する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成24年度 

整備事業は、中心市街地に位置

し、JR 遠野駅前に位置する JA

遠野地方のビルが、JA の広域合

併により撤退し空ビルとなるこ

とから、ビル・駐車場を一体的

に取得・改修し、まちおこしセ

ンター及び地域交流センター等

として再生する。まちおこし等

の指導や交流の場の確保により

賑わいが創出されることから、

中心市街地の賑わい創出の目標

を達成するために必要な事業で

ある。 

まちづくり交付

金（既存建造物

活用事業） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

事業名：旧伊藤家復元整備

事業 

 

事業内容：市民から寄贈さ

れ保管している町家の旧

伊藤家を復元し活用する

事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成22年度 

遠野市  現在のとおの昔話村の施設

は、中心市街地にありながら、

施設整備面や展示物、さらには

もてなし面でも十分とはいえ

ず、観光客に不便をきたしてい

る。 

 中心市街地の集客装置として

多くの観光客を集める魅力ある

観光施設とすることが望まれて

いる。 

 まちなかに町家の伝統を感じ

られる雰囲気とたたずまいを持

った旧伊藤家の復元により観光

客が増加し賑わいが創出される

ことから、中心市街地の賑わい

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域創造支

援事業） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 22 年度 

 

事業名：旧蔵復元整備事業

 

事業内容：市民から寄贈さ

れ保管している旧蔵を復

元し活用する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成22年度 

遠野市 現在のとおの昔話村の施設

は、中心市街地にありながら、

施設整備面や展示物、さらには

もてなし面でも十分とはいえ

ず、観光客に不便をきたしてい

る。 

 中心市街地の集客装置として

多くの観光客を集める魅力ある

観光施設とすることが望まれて

いる。 

 まちなかに町家の伝統を感じ

られる雰囲気とたたずまいを持

った旧蔵の復元により、観光客

が増加し賑わいが創出されるこ

とから、中心市街地の賑わい創

出の目標を達成するために必要

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域創造支

援事業） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 22 年度 

 



な事業である。 

事業名：とおの昔話村整備

事業 

 

事業内容：とおの昔話村の

用地取得と既存施設をリ

ニューアルする事業 

・遠野伝承蔵 

・昔話蔵 

・柳翁宿 

・柳田國男隠居所 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成23年度 

遠野市  とおの昔話村は、昭和 61 年に

オープンした昔話をテーマにし

た施設であるが、バリアフリー

化していない施設となってい

る。 

 障害者及び高齢者にも利用し

易い施設にするためバリアフリ

ー化し、施設のグレードアップ

を図るとともに、とおの昔話村

内の施設で「語り部による昔話

ライブ」を通年で行うことによ

り、街中観光の集客装置として

再整備するものである。 

 この事業は、新昔話村内に新

設する町家の旧伊藤家などと一

体で整備し運営するもので、観

光客をまちなかに集客し、回遊

を促す拠点とすることから、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：屋根付通路整備事

業 

 

事業内容：とおの昔話村内

に復元する旧伊藤家・旧蔵

と既存施設等を屋根付通

路で結び歩行者支援を行

う事業 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成23年度 

遠野市  屋根付通路整備は、既存のと

おの昔話村の蔵と新設する旧伊

藤家及び蔵等を一つの施設とし

て見せるとともに、順路付けし

ての案内機能、さらには、景観

に配慮しつつ雨や日除けにもな

り、安心・安全に施設を巡り、

体験等を可能とする施設であ

る。 

 とおの昔話村全体の魅力アッ

プにつながり観光客の増加する

ことから、中心市街地の賑わい

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：蔵の道ひろば上屋

整備事業 

 

事業内容：蔵の道ひろばに

上屋を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度 

遠野市  蔵の道ひろば上屋整備は、と

おの昔話村の一角に位置してお

り、全天候型ドーム（開閉式）

を設置し天候に左右されない多

目的ひろばとして四季折々のイ

ベントが積極的に展開可能とな

る。 

 イベントがないときには子供

たちの中心市街地の遊び場とし

て、また、多くの市民や観光客

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

な事業である。 

事業名：とおの昔話村整備

事業 

 

事業内容：とおの昔話村の

用地取得と既存施設をリ

ニューアルする事業 

・遠野伝承蔵 

・昔話蔵 

・柳翁宿 

・柳田國男隠居所 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成23年度 

遠野市  とおの昔話村は、昭和 61 年に

オープンした昔話をテーマにし

た施設であるが、バリアフリー

化していない施設となってい

る。 

 障害者及び高齢者にも利用し

易い施設にするためバリアフリ

ー化し、施設のグレードアップ

を図るとともに、とおの昔話村

内の施設で「語り部による昔話

ライブ」を通年で行うことによ

り、街中観光の集客装置として

再整備するものである。 

 この事業は、新昔話村内に新

設する町家の旧伊藤家などと一

体で整備し運営するもので、観

光客をまちなかに集客し、回遊

を促す拠点とすることから、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域創造支

援事業） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：屋根付通路整備事

業 

 

事業内容：とおの昔話村内

に復元する旧伊藤家・旧蔵

と既存施設等を屋根付通

路で結び歩行者支援を行

う事業 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成23年度 

遠野市  屋根付通路整備は、既存のと

おの昔話村の蔵と新設する旧伊

藤家及び蔵等を一つの施設とし

て見せるとともに、順路付けし

ての案内機能、さらには、景観

に配慮しつつ雨や日除けにもな

り、安心・安全に施設を巡り、

体験等を可能とする施設であ

る。 

 とおの昔話村全体の魅力アッ

プにつながり観光客の増加する

ことから、中心市街地の賑わい

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（高質空間形

成施設） 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：蔵の道ひろば上屋

整備事業 

 

事業内容：蔵の道ひろばに

上屋を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度 

遠野市  蔵の道ひろば上屋整備は、と

おの昔話村の一角に位置してお

り、全天候型ドーム（開閉式）

を設置し天候に左右されない多

目的ひろばとして四季折々のイ

ベントが積極的に展開可能とな

る。 

 イベントがないときには子供

たちの中心市街地の遊び場とし

て、また、多くの市民や観光客

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域創造支

援事業） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 



がくつろげる場所としても魅力

ある場所となり、市民や観光客

の増加が図られることから、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

事業名：蔵の道ひろば市上

屋整備事業 

 

事業内容：蔵の道ひろばの

朝市等の開催場所に上屋

を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度 

遠野市  蔵の道ひろば市上屋整備は、

とおの昔話村の一角に位置して

おり、軽トラックを活用した市

や朝市等を定期的に開催できる

スペースとして方屋根を設置

し、全天候型で取り組めるよう

にする。 

 中心市街地郊外（農村部）の

市民も中心市街地で商業活動が

できるとともに、市民や観光客

をターゲットとして定期的な市

を展開することで多くの集客が

図られることから、中心市街地

の賑わい創出の目標を達成する

ために必要な事業である。 

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

事業名：遠野遺産ひろば整

備事業 

 

事業内容：遠野遺産に認定

されている上一日市地区

に広場を整備する事業 

 

実施時期：平成21年度 

遠野市  上一日市地区は、中心市街地

で最も商業が集積している地域

で、「遠野町家のひなまつり」

などにぎわい創出のためのイベ

ントが活発に行われている。 

 宇迦神社周辺は地区唯一の住

民交流の場であるが、現況はス

ペースがなく各種行事の実施に

も不便をきたしている状況であ

る。 

 広場を整備し、地元商店街等

によるさまざまなイベントを開

催することで集客が図られ、中

心市街地の賑わい創出が図られ

る事業である。 

支援措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 21 年度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：まちづくりポイン

トカードシステム導入事

業 

 

遠野すずら

ん振興協同

組合 

 中心市街地内の小売店のほと

んどが加入しているスキップカ

ードはバイパス沿線に展開して

いる全国チェーン店に対抗し

支援措置の内容

遠野すずらん

振興協同組合

の自主事業 

 

がくつろげる場所としても魅力

ある場所となり、市民や観光客

の増加が図られることから、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

事業名：蔵の道ひろば市上

屋整備事業 

 

事業内容：蔵の道ひろばの

朝市等の開催場所に上屋

を整備する事業 

 

実施時期：平成23年度 

遠野市  蔵の道ひろば市上屋整備は、

とおの昔話村の一角に位置して

おり、軽トラックを活用した市

や朝市等を定期的に開催できる

スペースとして方屋根を設置

し、全天候型で取り組めるよう

にする。 

 中心市街地郊外（農村部）の

市民も中心市街地で商業活動が

できるとともに、市民や観光客

をターゲットとして定期的な市

を展開することで多くの集客が

図られることから、中心市街地

の賑わい創出の目標を達成する

ために必要な事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域創造支

援事業） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

事業名：遠野遺産ひろば整

備事業 

 

事業内容：遠野遺産に認定

されている上一日市地区

に広場を整備する事業 

 

実施時期：平成21年度 

遠野市  上一日市地区は、中心市街地

で最も商業が集積している地域

で、「遠野町家のひなまつり」

などにぎわい創出のためのイベ

ントが活発に行われている。 

 宇迦神社周辺は地区唯一の住

民交流の場であるが、現況はス

ペースがなく各種行事の実施に

も不便をきたしている状況であ

る。 

 広場を整備し、地元商店街等

によるさまざまなイベントを開

催することで集客が図られ、中

心市街地の賑わい創出が図られ

る事業である。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金（地域生活基

盤施設） 

 

実施時期 

平成 21 年度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：まちづくりポイン

トカードシステム導入事

業 

 

遠野すずら

ん振興協同

組合 

 中心市街地内の小売店のほと

んどが加入しているスキップカ

ードはバイパス沿線に展開して

いる全国チェーン店に対抗し

支援措置の内容

遠野すずらん

振興協同組合

の自主事業 

 



事業内容：顧客データ管

理、クレジット、プリペイ

ドなどに対応できる多機

能カードシステムを導入

する事業 

 

実施時期：平成25年度 

て、中心市街地に購買客を囲い

込む有力なツールであるが、オ

フラインでポイントカードとし

てしか活用できないため、様々

な消費ニーズに対応できるよう

多機能化を図る必要がある。 

 平成 20 年～21 年度に調査し

た内容に基づき、多機能カード

システムを導入する。 

 スキップカードの多機能化

は、顧客を確保するための有力

な手段であり、中心市街地の商

業振興及び中心市街地の活性化

に役立ち、中心市街地の賑わい

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

 

実施時期 

平成 25 年度 

事業名：とぴあリニューア

ル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：とぴあ増販増客事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：空き店舗改修費助

成事業 

 

事業内容：空き店舗を改修

して小売業を開業するこ

とを促進するための支援

措置 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成25年度 

遠野商工会  中心市街地の商店の店構え

は、表が店舗で裏が住居の建物

が多いため、市街地の空き店舗

を借りて出店する場合に改修費

の一部を助成し、出店を促すこ

とで商業振興とまちなか居住を

一体的に進める事業。 

 商店街の空き店舗の解消とま

ちなか居住が図られ、中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：空き店舗家賃助成

事業 

 

事業内容：空き店舗を利用

し開業を促進する助成措

置 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成25年度 

遠野商工会  中心市街地の空き店舗に商店

の開店を促すため、出店希望者

が空き店舗を借りて出店する場

合に家賃の一部を助成し、出店

を促すことで商業振興とまちな

か居住を一体的に進める事業。 

 商店街の空き店舗の解消とま

ちなか居住が図られ、中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：地域ブランド認証

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業内容：顧客データ管

理、クレジット、プレイペ

イドなどに対応できる多

機能カードシステムを導

入する事業 

 

実施時期：平成22年度 

て、中心市街地に購買客を囲い

込む有力なツールであるが、オ

フラインでポイントカードとし

てしか活用できないため、様々

な消費ニーズに対応できるよう

多機能化を図る必要がある。 

 平成 20 年～21 年度に調査し

た内容に基づき、多機能カード

システムを導入する。 

 スキップカードの多機能化

は、顧客を確保するための有力

な手段であり、中心市街地の商

業振興及び中心市街地の活性化

に役立ち、中心市街地の賑わい

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

 

実施時期 

平成 22 年度 

事業名：とぴあリニューア

ル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：とぴあ増販増客事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：空き店舗改修費助

成事業 

 

事業内容：空き店舗を改修

して小売業を開業するこ

とを促進するための支援

措置 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠 野 商 工

会、商店街

振興組合 

中心市街地の商店の店構え

は、表が店舗で裏が住居の建物

が多いため、市街地の空き店舗

を借りて出店する場合に改修費

の一部を助成し、出店を促すこ

とで商業振興とまちなか居住を

一体的に進める事業。 

 商店街の空き店舗の解消とま

ちなか居住が図られ、中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：空き店舗家賃助成

事業 

 

事業内容：空き店舗を利用

し開業を促進する助成措

置 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠 野 商 工

会、商店街

振興組合 

 中心市街地の空き店舗に商店

の開店を促すため、出店希望者

が空き店舗を借りて出店する場

合に家賃の一部を助成し、出店

を促すことで商業振興とまちな

か居住を一体的に進める事業。 

 商店街の空き店舗の解消とま

ちなか居住が図られ、中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：地域ブランド認証

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 



事業名：遠野町家のひなま

つり開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：街角ギャラリー開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：一店逸品運動事業

助成実施事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

第５章に統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章に統

合 

第５章に統合 第５章に統合 第 ５ 章

に統合 

事業名：どんど晴れ市開催

事業 

 

事業内容：中心市街地の商

店街全体で取り組む増販

増客イベント 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成25年度 

遠野すずら

ん振興協同

組合、遠野

商工会、協

同組合遠野

商業開発、

各商店街振

興組合 

 現在、中心市街地における集

客イベントとして、中心市街地

活性化センターとぴあの協同組

合遠野商業開発が季節に応じて

展開し、街中への誘客を図って

いる。 

 今後、増え続けるバイパスの

大型店等に対峙し、商店街の魅

力を向上させ中心市街地への誘

客を図るためには、中心市街地

の商業関係者の連携により特徴

を生かした取組が必要である。 

 このため、単なる集客イベン

トではなく、「商店街の魅力｣｢お

店の魅力」を追求するため、経

営者の資質向上に向けた研修会

を行い、その成果として関係者

が一体的にイベントを展開し実

践と検証を行い、更なる資質の

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：遠野町家のひなま

つり開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：街角ギャラリー開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：一店逸品運動事業

助成実施事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野まちなか趣味

の博物館ネットワーク事

業 

 

事業内容：まちなかの空き

店舗を使い、趣味の展示や

休憩所等賑わい拠点の整

備 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

（仮称）遠

野まちなか

趣味の博物

館実行委員

会 

 遠野まちなか趣味の博物館ネ

ットワーク事業は、中心市街地

の空き店舗を活用し市民や観光

客の手づくり品や写真などにつ

いて定期的にテーマを決めて募

集し展示する他、図書館機能、

来街者に観光情報や買い物情

報、無料休憩、トイレの提供、

さらには手づくり品の提供等誰

でも自由に楽しめ交流を図る賑

わいの拠点とし、町家のひなま

つりなどを行う商店街とのネッ

トワークをつくり、中心市街地

の魅力を増進する事業である。 

 市民や観光客が中心市街地を

回遊し中心市街地の賑わい創出

の目標を達成するために必要な

事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

（再掲）

事業名：どんど晴れ市開催

事業 

 

事業内容：中心市街地の商

店街全体で取り組む増販

増客イベント 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠野すずら

ん振興協同

組合、遠野

商工会、協

同組合遠野

商業開発、

各商店街振

興組合 

 現在、中心市街地における集

客イベントとして、中心市街地

活性化センターとぴあの協同組

合遠野商業開発が季節に応じて

展開し、街中への誘客を図って

いる。 

 今後、増え続けるバイパスの

大型店等に対峙し、商店街の魅

力を向上させ中心市街地への誘

客を図るためには、中心市街地

の商業関係者の連携により特徴

を生かした取組が必要である。 

 このため、単なる集客イベン

トではなく、「商店街の魅力｣｢お

店の魅力」を追求するため、経

営者の資質向上に向けた研修会

を行い、その成果として関係者

が一体的にイベントを展開し実

践と検証を行い、更なる資質の

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 



向上を目指すという、トータル

での「どんど晴れ市」であるこ

とから、中心市街地の賑わい創

出の目標を達成するために必要

な事業である。 

事業名：まちなか馬車運行

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：馬舎の市開催事業 

 

事業内容：軽トラックを使

った市等の開催 

 

実施時期：平成24年度～ 

平成25年度 

遠野アドホ

ック（株） 

 遠野では、多くの農作物が生

産されているが、そうした生産

物を遠野市中心市街地活性化セ

ンター(とぴあ)内の産直を利用

して、市民に直接販売している

農家も多い。 

 こうした機会を拡大するた

め、蔵の道ひろば駐車場を活用

し、誰もが出店できる軽トラを

活用した市を開催し、中心市街

地の賑わい創出につなげるとと

もに、市外からの誘客を図る。

市内産直施設は市民以外に市外

の利用者が多くなっており、周

辺市町村や観光客の集客が図ら

れることから、中心市街地の賑

わい創出の目標を達成するため

に必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 24 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：町家の体験観光基

盤整備事業 

 

事業内容：ソバ打ち・木

工・団子づくり等体験型観

光メニューの整備 

 

実施時期：平成24年度～ 

平成25年度 

遠野アドホ

ック（株） 

 近年の観光は「自己実現型」

の観光が多く、当市の農村部に

おいてもグリーンツーリズムが

進んでおり、「農家体験」や「乗

馬体験」などが行われており、

観光客がリピーターとなってい

る。 

 まちなか観光を進める上で、

こうした体験型観光を進める必

要があり、旧伊藤家の職・食の

メニュー開発と併せ、シルバー

人材センター等の高齢者と農

家、商店主が連携し、町場の文

化を活用した体験型観光メニュ

ーの開発とともに環境整備を行

うもので、観光客の集客につな

がることから、中心市街地の賑

わい創出の目標を達成するため

に必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 24 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：特産物開発事業 遠野ふるさ  遠野には四季折々の食材があ 支援措置の内容  

向上を目指すという、トータル

での「どんど晴れ市」であるこ

とから、中心市街地の賑わい創

出の目標を達成するために必要

な事業である。 

事業名：まちなか馬車運行

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：馬舎の市開催事業

 

事業内容：軽トラックを使

った市等の開催 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠野アドホ

ック（株）

 遠野では、多くの農作物が生

産されているが、そうした生産

物を遠野市中心市街地活性化セ

ンター(とぴあ)内の産直を利用

して、市民に直接販売している

農家も多い。 

 こうした機会を拡大するた

め、蔵の道ひろば駐車場を活用

し、誰もが出店できる軽トラを

活用した市を開催し、中心市街

地の賑わい創出につなげるとと

もに、市外からの誘客を図る。

市内産直施設は市民以外に市外

の利用者が多くなっており、周

辺市町村や観光客の集客が図ら

れることから、中心市街地の賑

わい創出の目標を達成するため

に必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：町家の体験観光基

盤整備事業 

 

事業内容：ソバ打ち・木

工・団子づくり等体験型観

光メニューの整備 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠野アドホ

ック（株）

 近年の観光は「自己実現型」

の観光が多く、当市の農村部に

おいてもグリーンツーリズムが

進んでおり、「農家体験」や「乗

馬体験」などが行われており、

観光客がリピーターとなってい

る。 

 まちなか観光を進める上で、

こうした体験型観光を進める必

要があり、旧伊藤家の職・食の

メニュー開発と併せ、シルバー

人材センター等の高齢者と農

家、商店主が連携し、町場の文

化を活用した体験型観光メニュ

ーの開発とともに環境整備を行

うもので、観光客の集客につな

がることから、中心市街地の賑

わい創出の目標を達成するため

に必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：特産物開発事業 遠野商工会  遠野には四季折々の食材があ 支援措置の内容  



 

事業内容：遠野の食材を使

用した商品開発 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成25年度 

と公社 り、この食材を使用した「遠野

四季の菓子」が開発されるなど、

地産地消とともに、商店の開発

意欲の向上が図られ、農家と商

業者が連携し地域経済の振興を

図っている。こうしたことから、

地元食材をさらに活用した商品

開発やメニュー開発を行い、魅

力ある商店の増加を図り集客が

図られることから、中心市街地

の賑わい創出の目標を達成する

ために必要な事業である。 

市単独 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

事業名：観光案内人養成事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：外国語ガイド育成

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：後継者育成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ファサード改修費

助成事業 

 

事業内容：景観まちづくり

に基づき、店舗や住宅の外

装を改修する際に改修費

の一部を助成し、町並みの

景観整備を促す 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成25年度 

遠野商工会  中心市街地の通りに面した通

りの町並みを景観に配慮し、町

家の風情が感じられるよう店舗

や住宅のファサード（通りに面

した外装部分）を改修する事業。 

 街のイメージアップを図り観

光客などの回遊を促す事業で、

観光客の増加に繋がる中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：空家・空き店舗の

情報提供事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野歴史探訪ウォ

ーキングツアー事業 

 

事業内容：中心市街地の歴

史的資源を専門家の話を

聞きながら探訪する事業 

 

実施時期：平成21年度～平

成25年度 

ＮＰＯ法人

遠 野 山 ・

里・暮らし

ネットワー

ク 

 当市の中心市街地及びその隣

接地域には神社･仏閣･昔話の素

材となっている貴重な資源があ

るため、博物館の学芸員や遠野

物語研究所などの方々から、遠

野の歴史について学ぶツアーを

開催するなど遠野の観光メニュ

ー開発につなげるとともに併せ

て人材育成の場ともする。 

 遠野歴史探訪ウォーキングツ

アーの開催により観光客の集客

が図られ、中心市街地の賑わい

支援措置の内容

ＮＰＯ法人遠野

山・里・暮らし

ネットワークの

自主事業 

 

 

事業内容：遠野の食材を使

用した商品開発 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成25年度 

り、この食材を使用した「遠野

四季の菓子」が開発されるなど、

地産地消とともに、商店の開発

意欲の向上が図られ、農家と商

業者が連携し地域経済の振興を

図っている。こうしたことから、

地元食材をさらに活用した商品

開発やメニュー開発を行い、魅

力ある商店の増加を図り集客が

図られることから、中心市街地

の賑わい創出の目標を達成する

ために必要な事業である。 

市単独 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

事業名：観光案内人養成事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：外国語ガイド育成

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：後継者育成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ファサード改修費

助成事業 

 

事業内容：景観まちづくり

に基づき、店舗や住宅の外

装を改修する際に改修費

の一部を助成し、町並みの

景観整備を促す 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠 野 商 工

会、商店街

振興組合 

 中心市街地の通りに面した通

りの町並みを景観に配慮し、町

家の風情が感じられるよう店舗

や住宅のファサード（通りに面

した外装部分）を改修する事業。 

 街のイメージアップを図り観

光客などの回遊を促す事業で、

観光客の増加に繋がる中心市街

地の賑わい創出の目標を達成す

るために必要な事業である。 

支援措置の内容

（仮称）まちづ

くり基金 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：空家・空き店舗の

情報提供事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野歴史探訪ウォ

ーキングツアー事業 

 

事業内容：中心市街地の歴

史的資源を専門家の話を

聞きながら探訪する事業 

 

実施時期：平成21年度～平

成25年度 

遠野市観光

協会 

 当市の中心市街地及びその隣

接地域には神社･仏閣･昔話の素

材となっている貴重な資源があ

るため、博物館の学芸員や遠野

物語研究所などの方々から、遠

野の歴史について学ぶツアーを

開催するなど遠野の観光メニュ

ー開発につなげるとともに併せ

て人材育成の場ともする。 

 遠野歴史探訪ウォーキングツ

アーの開催により観光客の集客

が図られ、中心市街地の賑わい

支援措置の内容

市単独 

 



創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

事業名：遠野地域ビジネス

支援システム事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まちなか観光案内

板整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：語り部1000人プロ

ジェクト事業 

 

事業内容：昔話のほか、歴

史、食、郷土芸能、生業の

５つのジャンルの市民語

り部を育成し、イベント等

でまちづくりを応援する

市民ネットワークを整備

する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成25年度 

中心市街地

活性化協議

会、遠野市 

 観光案内やイベントの実施等

のまちづくりに参加する市民や

まちづくりを応援する意欲のあ

る市民を募り、イベントの実行

委員や観光案内など様々な分野

で中心市街地活性化の応援をす

る「遠野こだわりの語り部」を

育成する。 

 こだわりの語り部の活躍によ

り魅力あるイベントが展開さ

れ、集客が図られることから中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：まちづくりポイン

トカードシステム検討事

業 

 

事業内容：中心市街地の活

性化を目的に、新たなポイ

ントカードシステムを構

築するための調査 

 

実施時期：平成20年度～ 

平成24年度 

遠野すずら

ん振興協同

組合 

 中心市街地内の小売店のほと

んどが加入しているスキップカ

ードはバイパス沿線に展開して

いる全国チェーン店に対抗し

て、中心市街地に購買客を囲い

込む有力なツールであるが、ポ

イントカードとしてしか活用で

きなく、利用範囲が限られてい

る状況にある。 

 当市を訪れる観光客や、エコ

活動などに活用できるなど、

様々な消費ニーズに対応できる

よう平成 22 年に予定している

多機能システムの導入に向けて

現状調査や研究会など、システ

ム構築に向けた調査を行う。 

 スキップカードの多機能化

は、中心市街地活性化のための

有力な手段であり、システム導

入の前段階として調査･研究は

必要な事業である。魅力あるポ

イントカードシステムの導入に

より集客が図られることから中

心市街地の賑わい創出の目標を

支援措置の内容

遠野すずらん

振興協同組合

の自主事業 

 

実施時期 

平成 20 年度～ 

平成 24 年度 

 

創出の目標を達成するために必

要な事業である。 

事業名：遠野地域ビジネス

支援システム事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まちなか観光案内

板整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：（仮称）まちなか

応援隊整備事業 

 

事業内容：まちづくりを応

援する市民のネットワー

クを整備する事業 

 

実施時期：平成21年度～ 

平成25年度 

中心市街地

活性化協議

会 

 観光案内やイベントの実施等

のまちづくりに参加する市民や

まちづくりを応援する意欲のあ

る市民を募り、組織化を図りイ

ベントの実行委員や観光案内な

ど様々な分野で中心市街地活性

化の応援をする「まちなか応援

隊」を組織する。 

 まちなか応援隊の活躍により

魅力あるイベントが展開され、

集客が図られることから中心市

街地の賑わい創出の目標を達成

するために必要な事業である。 

 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：まちづくりポイン

トカードシステム検討事

業 

 

事業内容：中心市街地の活

性化を目的に、新たなポイ

ントカードシステムを構

築するための調査 

 

実施時期：平成20年度～ 

平成21年度 

遠野すずら

ん振興協同

組合 

 中心市街地内の小売店のほと

んどが加入しているスキップカ

ードはバイパス沿線に展開して

いる全国チェーン店に対抗し

て、中心市街地に購買客を囲い

込む有力なツールであるが、ポ

イントカードとしてしか活用で

きなく、利用範囲が限られてい

る状況にある。 

 当市を訪れる観光客や、エコ

活動などに活用できるなど、

様々な消費ニーズに対応できる

よう平成 22 年に予定している

多機能システムの導入に向けて

現状調査や研究会など、システ

ム構築に向けた調査を行う。 

 スキップカードの多機能化

は、中心市街地活性化のための

有力な手段であり、システム導

入の前段階として調査･研究は

必要な事業である。魅力あるポ

イントカードシステムの導入に

より集客が図られることから中

心市街地の賑わい創出の目標を

支援措置の内容

遠野すずらん

振興協同組合

の自主事業 

 

実施時期 

平成 20 年度～ 

平成 21 年度 

 



達成するために必要な事業であ

る。 

事業名：まちかど情報発信

事業 

 

事業内容：中心市街地の主

要施設において情報発信

する事業 

 

実施時期：平成24年度～ 

平成25年度 

遠野市 観光客及び市民が、街中のさま

ざまな情報を得ることができる

ように遠野市中心市街地活性化

センター及び遠野駅前の観光交

流センター等に商店街などのイ

ベント情報などを発信する情報

伝言板を設置する。 

 この事業により、市民や観光

客がまちなかを回遊する利便性

が高まり、集客が図られること

から中心市街地の賑わい創出の

目標を達成するために必要な事

業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 24 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：観光資源活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光情報発信事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野物語発刊100

周年記念イベント事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：柳田國男没50年事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：とおの昔話村語り

部体験事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野物語ゼミナー

ル 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野学会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野市立博物館特

別展 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：図書館博物館教室 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：博物館講座 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：市民の舞台・遠野

物語ファンタジー 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野市民芸術祭 （略） （略） （略） （略） 

達成するために必要な事業であ

る。 

事業名：まちかど情報発信

事業 

 

事業内容：中心市街地の主

要施設において情報発信

する事業 

 

実施時期：平成22年度～ 

平成25年度 

遠野市 観光客及び市民が、街中のさま

ざまな情報を得ることができる

ように遠野市中心市街地活性化

センター及び遠野駅前の観光交

流センター等に商店街などのイ

ベント情報などを発信する情報

伝言板を設置する。 

 この事業により、市民や観光

客がまちなかを回遊する利便性

が高まり、集客が図られること

から中心市街地の賑わい創出の

目標を達成するために必要な事

業である。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 22 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：観光資源活用事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光情報発信事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野物語発刊100

周年記念イベント事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：柳田國男没50年事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：とおの昔話村語り

部体験事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野物語ゼミナー

ル 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野学会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野市立博物館特

別展 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：図書館博物館教室

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：博物館講座 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：市民の舞台・遠野

物語ファンタジー 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野市民芸術祭 （略） （略） （略） （略） 



（略） 

事業名：日本のふるさと遠

野じんぎすかんマラソン 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：語り部の居る休み

処 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野もてなし隊の

駅でのお出迎え事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野みずき雛のブ

ランド化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まつり・イベント

による賑わいづくり 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＬＥＤ街路灯整備

事業 

 

事業内容：老朽化した中心

商店街の街路灯を低炭素

化し、商店街の振興を図る

事業。 

 

実施時期：平成23年度～ 

平成25年度 

商店街振興

組合等 

中心市街地の商店街が維持管

理する街路灯の老朽化が進んで

いることから、街路灯のＬＥＤ

化を図る。 

ＬＥＤ化により、環境負荷が

軽減されるほか、省エネルギー

化によって商店街の維持管理費

の軽減が図られることから、中

心市街地の賑わい創出の目標を

達成するために必要な事業であ

る。 

支援措置の内容

市単独 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 25 年度 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：新交通システムの

導入事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

事業名：日本のふるさと遠

野じんぎすかんマラソン 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：語り部の居る休み

処 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野もてなし隊の

駅でのお出迎え事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：遠野みずき雛のブ

ランド化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まつり・イベント

による賑わいづくり 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：新交通システムの

導入事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 


